
まちと未 来まちのこよみ
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◇1歳8か月児健診[12:20～13:30]保健センター
◆消費生活相談[10:00～15:00]市役所

◆消費生活相談[10:00～15:00]総合分庁舎
◆法律相談[13:00～15:00]かなで～る
☆おはなし会[10:30～11:00]市立図書館（本館）

◆人権悩みごと相談・行政相談[9:30～12:00]総合分庁舎
◆消費生活相談[10:00～15:00]市役所

◆消費生活相談[10:00～15:00]市役所

◆法律相談[13:00～15:00]かなで～る
☆おはなし会[10:30～11:00]市立図書館（本館）

☆おはなしひろば[10:30～11:30]浜分ふれあいセンター

◆消費生活相談[10:00～15:00]総合分庁舎

◆特設人権悩みごと相談・行政相談[9:30～12:00]
総合分庁舎・れいんぼー・かなで～る
◆消費生活相談[10:00～15:00]市役所

◇3歳児健診[12:20～13:30]保健センター

◆消費生活相談[10:00～15:00]総合分庁舎

◇移動ちいぱっぱ［13:30～14:30］保健センター
◇4か月児健診[12:50～14:00]保健センター

◆消費生活相談[10:00～15:00]総合分庁舎

☆おはなし会[10:30～11:00]市立図書館（本館）

休日納付相談窓口・納付窓口[9:00～16:00]市役所

◇乳幼児健診[12:50～14:00]せせらぎ保健センター
◆法律相談[13:00～15:00]かなで～る

◇赤ちゃん相談[10:00～11:00]保健センター
◆消費生活相談[10:00～15:00]市役所

◆消費生活相談[10:00～15:00]市役所

◆消費生活相談[10:00～15:00]総合分庁舎

☆おはなしひろば[10:30～11:30]沖川小学校
◆特設行政相談[10:00～12:00]浜分ふれあいセンター

◇10か月児健診[12:50～14:00]保健センター
農地相談[9:00～16:00]総合分庁舎
☆おはなし会[10:30～11:00]市立図書館（分館）
◇移動ちいぱっぱ［13:30～14:30］保健センター
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◆教育相談
教育委員会学校教育課
☎74－2000 月～金 9：00～17：00

◆子ども家庭相談
子ども家庭総合支援班
☎73－3111（内線182-183） 月～金 8：30～17：00

◆子育て相談（電話）

◆心配ごと相談（電話）
北斗市社会福祉協議会
☎74－2500 月～金 9：00～17：00

ピュアランド（七重浜こども園）
☎49－2590 月～金 9：00～17：00

ちいぱっぱクラブ（東前子育て支援拠点施設）
☎77－7151 月～土 10：00～17：00

なかよし広場（第二東光保育園）
☎73－8154

月～金
土

9：00～17：00
10：00～13：00

ゆめのポケット（大野保育園）
☎77－1904

月～金
土

10：00～17：00
10：00～13：00

おひさまクラブ（久根別子育て支援拠点施設）
☎73－5567

月～金
土

10：00～17：00
9：00～14：00

【ご注意】◆法律相談は正午から受け付け、先着10名までとさせていただきます。

◆防災行政無線放送内容案内
自動音声ダイヤル　☎0800-800-9918（無料）
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/bosaihokuto.html 24時間

「広報ほくと」は再生紙を使用しています。

6 June

TEL 0138-73-3111　FAX0138-73-6970

　デジタル技術を用いることで、生活をより良いものへと変革さ
せるデジタルトランスフォーメーション（DX）の流れが社会全体
に拡がる中、庁内業務の効率化や市民向けサービスの拡充に向
け、庁内の横断的な体制でDXの推進に取り組むプロジェクト
チームが市役所内に結成された。
　「デジタルを使わなければならないという義務感が先行し、行政
改革や業務改善の視点が欠落しがちである。」と語るのはプロジェ
クトチームのアドバイザーに就任した山形さん。
　「プロジェクトを進めるにあたって、まずは、市役所という組織
の現状を客観視し、何をすべきで何ができるかを具体的に打ち立
て、市民ニーズと時代潮流に合わせデジタルを活用していけばよ
い。一番重要なのは、住民目線に立ち返り、まちを良くしていくこ
とを自分ゴト化して考えることである。」具体的な例として、「民
間は電子決済やオンライン予約などが当たり前に行われている
が、行政は、手書き申請後にパソコンでの打ち込みが必要など、ア
ナログ業務がたくさん残っており、これを申請時から電子化して
いけば自ずと業務の効率化につながる。」
　今後の展望として、「プロジェクトメンバーとコミュニケー
ションを図りながらデジタルについて気づきを与え、DXという
パラダイムシフトによって、地域全体が幸せを感じられるような
住みやすいまちづくりに貢献していきたい」と語った。

No.12

DXプロジェクトチーム　
アドバイザー

山形　巧哉さん㈱HARP 


